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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

① 人口構造 

人口は、平成２７年の国勢調査において６７，７７７人。人口を「年少人口（０

～１４歳）」、「生産年齢人口（１５～６４歳）」、「老年人口（６５歳以上）」の３

区分に分けた場合の割合は、年少人口１２．３％、生産年齢人口５６．９ 

％、老年人口３０．８％となっている。約４０年後には、人口が３５，６９８人、

年少人口８．７％、生産年齢人口４９．９％、老年人口４１．４％と推計されて

おり、大幅に人口が減少するだけでなく、年少人口及び生産年齢人口の割合が減

少し、老年人口の割合が増加することになるため高齢者を支える働く世代の減少

が懸念される。 

 

② 産業構造 

   平成２５年度の産業別市内総生産額の割合でみると、第１次産業が６．１％、

第２次産業が２０．５％、第３次産業が７３．４％となっている。 

第１次産業は農業と水産業であり、広大な農地と資源豊富な有明海を圃場にし

て米、麦、大豆、ナス、トマト、アスパラガス、イチゴ、乾燥海苔等の生産が行

われている。 

第２次産業は、主に製造業と建設業である。製造業については、水産物等の食

料品製造業、生産用機械製造業、家具・装備品製造業、金属製品製造業などであ

る。建設業については、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業などを

営む事業所が多く、公共工事受注又は下請負が主となっている。 

第３次産業は、主に卸売・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉関係

である。事業所数では、卸売・小売業が最も多い。また、観光都市でもあること

から宿泊業・飲食サービス業が次いで多い。高齢化に伴い医療・福祉関係の事業

所も増えてきている。 

 

③ 中小企業者の実態等 

市内の事業者数は約３，１００事業所であり、そのほとんどが中小企業である。

その多くが労働力不足、設備の老朽化、消費低迷、後継者問題などの課題を抱え

ている。最近では、雇用情勢の改善により首都圏への就職が増え、労働力の確保

に苦慮している中小企業者も多く、国が進める働き方改革への対応が遅れること

も危惧される。 

また、老朽化した設備を抱える中小企業者からは、老朽化した設備を新しくし



たいという声を聞くが、資金面で断念していることが多いのが現状であり、資金

面を後押しするような事業が期待されている。 

 

（２）目標 

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策

定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、県内で最も設備投資が活発

な自治体の１つとなり、筑後地域の中核都市として更に経済発展していくことを

目指す。 

これを実現するための目標として、計画期間中に１００件程度の先端設備等導

入計画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

本計画に基づき申請された先端設備等導入計画を認定するにあたり、先端設備

等導入計画に設定した計画期間において、先端設備等の導入による労働生産性向

上の目標を以下のとおり設定する。 

 

労働生産性の目標伸び率を、基準年度（直近の事業年度末）比で年平均３％とし、

５年間の先端設備等導入計画の場合、計画期間である５年後までの労働生産性向上

の目標伸び率は１５％以上、計画期間が３年間の場合は９％以上の目標伸び率、４

年間の場合は１２％以上の目標伸び率とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  柳川市の産業は、農水産業、製造業、建設業、サービス業と多岐に渡り、多様な

業種が柳川市内の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産

性向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援す

る観点から、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第

７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   柳川市の産業は、西鉄柳川駅周辺を中心とする市街地から有明海や市境に至る

まで広域に立地している。これらの地域で、広く事業者の生産性向上を実現する

観点から、本計画の対象区域は、柳川市内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

   柳川市の産業は、農水産業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が

柳川市の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上

を実現する必要がある。したがって、本計画において対象とする業種は、全業種

とする。 



生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、IT導入に

よる業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携

等、多様である。したがって本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資

すると見込まれる事業であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

本計画を国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

人員削減を目的とした取組みは認定の対象としないので、雇用の安定に配慮する

こと。また、公序良俗に反する取組み、反社会的勢力との関係が認められるもの又

は柳川市税を滞納している者が計画する事業については認定の対象としない。 

 

 


